
緊急事態宣言解除後の大東ガスグループの当面の取組について 

 

2020 年 6 月 1 日 

大東ガス株式会社 

 

新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さまや生活に影響を受けられている皆さ

まに、心よりお見舞い申し上げます。 

大東ガスグループでは新型コロナウイルスの感染が拡大している状況においても、お

客様が安心してガスをお使いいただけるよう、これまでと変わらない水準でエネルギー

の安定供給・保安の確保に取り組むとともに、感染症拡大抑止に必要な対策を講じてま

いりました。 

5 月 25 日に緊急事態宣言が解除されましたが、当グループは引き続き感染予防及び

感染拡大抑止のための取り組みを継続いたします。 

緊急事態宣言が解除されたことを受け、4 月 22 日に弊社ホームページに掲載いたし

ました「緊急事態宣言等を踏まえた新型コロナウイルス感染症に関する大東ガスグルー

プの当面の取組について」の内容を一部変更いたしました。お客様、関係者の皆様には

ご迷惑、ご面倒をお掛けすることと存じますが、今般の状況に鑑み、何卒ご理解賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 

１．お客様向け業務に関する取り組み 

項目 内容 

お客様宅で

の作業 

・お客様宅内での一定作業時間を要する業務は、作業前段でお客様へ

のお伺い、事前了解の徹底（当社グループ作業員は、出社前の検温、

作業時のマスク着用等を徹底しています。） 

 ガス設備定期保安検査（法令に基づき、すべてのお客様に対し 4

年に 1回以上の頻度で実施しているガス設備の点検作業） 

 メンテナンスサービスに伴う点検作業等 

・お客様からの要望に基づく作業は、作業員の感染防止対策を徹底し

た上で実施 

 ガス開閉栓作業（法令に基づき、ガスの使用開始にあたり実施す

るガス設備の点検・ガスメーターの開通作業、使用停止にあたり

実施するガスメーターの閉止作業） 

 ガス機器の取り付け・修理作業 等 



料金関係 ・ガス料金・電気料金に関する特別措置の適用 

https://www.daitogas.co.jp/news/upload/69-0link_file.pdf 

イベント、

ショールー

ム等 

 

・『2020春ガスとでんきのくらし展』全会場およびイベント開催を中

止 

・プチフラム全店（プチフラム富士見、プチフラム志木、プチフラム

朝霞、プチフラム川口・鳩ケ谷）の営業時間短縮（10時～18時） 

・プチフラム全店舗の各講座ならびにプチ・クッキングおよびイベン

ト等の開催中止 

 

２．当社従業員に関する取り組み 

項目 内容 

予防 ・出社前の検温、発熱（37.5度以上）等の症状がある場合は一定期間

の出社禁止 

・マスクの着用義務化 

・手洗い・うがい等の実施 

・執務室の換気の実施、日常的な消毒・除菌清掃 

勤務形態等 ・接触機会低減のための在宅勤務の実施 

・時差通勤の実施 

会議等 ・社内外の会議、打ち合わせは原則として中止・延期・参加自粛 

実施せざるを得ない場合には必ず３密を避ける対策をとる 

・懇親会、飲食を伴う会合は原則として中止・延期 

 

３．その他の取り組み 

項目 内容 

お客様来社

時 

・当社グループの施設にお越しの際に入口等での検温の実施、消毒液の

ご利用のお願い 

採用 ・採用に関する会社説明会は７月より実施予定 

 

 


